
感染症の種類

インフルエンザ

水ぼうそう
(水痘）

風疹(三日はしか）

麻疹（はしか）

百日咳

咽頭結膜熱
(プール熱）

流行性角結膜炎
(はやり目）

ノロウイルス・ロタウイルス・ＲＳウイルス・アデノウイルス・手足口病・ヘルパンギーナ

溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・突発性発疹・帯状疱疹・伝染性紅斑（リンゴ病）

　令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　　年　　　　月　　　　日から登園可能と判断いたします。

かかりつけ医の診断に従いお子さんの病状が回復したら登園可能です。

治癒証明書

発症後５日経過かつ解熱後３日経過していること

耳下腺、顎下腺、舌下線の腫脹発現後５日経過
かつ全身状態が良好になっていること

登園のめやす

医師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりましたので

榛東北部こども園園長殿

※下記の感染症については、登園の目安を参考に、

おたふくかぜ
(流行性耳下腺線）

該当疾患に☑をお願いします

園児名　　

結膜炎の症状が消失していること

発疹が消失していること

解熱後３日を経過していること

特有な咳が消失していること
又は適正な抗菌性物質製剤による５日間の治療が終了していること

発熱・充血などの主な症状が消失後２日経過していること

すべての発疹がかさぶたになっていること


